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百
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十
一
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議
案
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第
百
四
十
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議
案

東
京
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書
館
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例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
三
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

東
京
都
公
文
書
館
条
例

（
設
置
）

第
一
条　

特
定
歴
史
公
文
書
等
（
東
京
都
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
東
京
都
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
保
存
し
、
都
民
の
利
用
に
供
す
る
と
と
も

に
、
歴
史
公
文
書
等
（
条
例
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
歴
史
公
文
書
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、
も
っ
て
歴
史

公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
及
び
利
用
を
図
る
た
め
、
公
文
書
館
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
公
文
書
館
と
し
て
、

東
京
都
公
文
書
館
（
以
下
「
公
文
書
館
」
と
い
う
。
）
を
東
京
都
国
分
寺
市
泉
町
二
丁
目
二
番
二
十
一
号
に
設
置
す
る
。

（
事
業
）�

第
二
条　

公
文
書
館
は
、
次
の
事
業
を
行
う
。�

　

一　

歴
史
公
文
書
等
の
移
管
等
に
関
す
る
こ
と
。

　

二　

特
定
歴
史
公
文
書
等
を
整
理
し
、
及
び
保
存
す
る
こ
と
。

　

三　

特
定
歴
史
公
文
書
等
を
一
般
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

　

四　

東
京
都
に
関
す
る
修
史
事
業
を
行
う
こ
と
。

　

五　

歴
史
公
文
書
等
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

　

六　

歴
史
公
文
書
等
の
利
用
の
促
進
を
図
る
た
め
の
普
及
活
動
を
行
う
こ
と
。
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二

　

七　

公
文
書
館
の
施
設
及
び
附
帯
設
備
（
以
下
「
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

　

八　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
業

（
休
館
日
及
び
開
館
時
間
）

第
三
条　

公
文
書
館
の
休
館
日
及
び
開
館
時
間
は
、
東
京
都
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
で
定
め
る
。

（
使
用
の
承
認
）

第
四
条　

別
表
に
掲
げ
る
施
設
等
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
請
し
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２　

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
使
用
の
承
認
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

公
文
書
館
の
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

二　

公
文
書
館
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

三　

申
請
に
係
る
施
設
等
が
、
公
文
書
館
の
事
業
を
行
う
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
使
用
を
不
適
当
と
認
め
る
と
き
。

（
使
用
料
）

第
五
条　

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
規

則
で
定
め
る
額
の
使
用
料
を
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
後
納
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
使
用
料
の
減
額
及
び
免
除
）

第
六
条　

知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
に
規
定
す
る
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
使
用
料
の
不
還
付
）

第
七
条　

既
に
納
付
さ
れ
た
第
五
条
に
規
定
す
る
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



三

第
百
四
十
一
号
議
案
　
東
京
都
公
文
書
館
条
例

（
使
用
権
の
譲
渡
等
の
禁
止
）

第
八
条　

使
用
者
は
、
使
用
の
権
利
を
譲
渡
し
、
又
は
転
貸
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
施
設
等
の
変
更
禁
止
等
）

第
九
条　

使
用
者
は
、
施
設
等
に
特
別
の
設
備
を
し
、
又
は
変
更
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
受
け
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
使
用
承
認
の
取
消
し
等
）

第
十
条　

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
の
承
認
を
取
り
消
し
、
使
用
を
制
限
し
、
又
は
使
用
の
停
止
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

一　

使
用
の
目
的
に
違
反
し
て
使
用
し
た
と
き
。

　

二　

こ
の
条
例
に
違
反
し
、
又
は
知
事
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
。

　

三　

善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

四　

災
害
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
、
施
設
等
の
使
用
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

　

五　

工
事
そ
の
他
の
都
合
に
よ
り
、
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
。

（
原
状
回
復
の
義
務
）

第
十
一
条　

使
用
者
は
、
使
用
を
終
了
し
た
と
き
は
、
使
用
し
た
施
設
等
を
直
ち
に
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
条
の
規
定
に
よ
り
使

用
の
承
認
を
取
り
消
さ
れ
、
又
は
使
用
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
損
害
賠
償
の
義
務
）

第
十
二
条　

故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
公
文
書
館
の
資
料
（
特
定
歴
史
公
文
書
等
そ
の
他
の
一
般
の
利
用
に
供
す
る
資
料
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
施
設
若
し
く
は
附
帯
設
備
を
損
傷
し
、
又
は
紛
失
し
た
者
は
、
知
事
が
相
当
と
認
め
る
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
館
の
制
限
等
）

第
十
三
条　

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
入
館
を
禁
じ
、
又
は
退
館
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。



四

　

一　

他
人
に
迷
惑
を
か
け
、
又
は
公
文
書
館
の
資
料
若
し
く
は
施
設
設
備
を
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

　

二　

そ
の
他
公
文
書
館
の
管
理
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

（
委
任
）

第
十
四
条　

こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
承
認
そ
の
他
の
施
設
等
の
使
用
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

別
表
（
第
四
条
、
第
五
条
関
係
）

区　
　

分

使
用
単
位

使　

用　

料

施
設

研
修
室

午
前

三
、
六
〇
〇
円

午
後

四
、
八
〇
〇
円

全
日

九
、
七
〇
〇
円

附
帯
設
備

音
響
映
像
操
作
機
器

一
式
一
回

二
、
八
〇
〇
円

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
式
一
回

四
八
〇
円

　

備
考

　
　

一　

施
設
の
使
用
単
位
は
、
午
前
は
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
、
午
後
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、
全
日
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時



五

第
百
四
十
一
号
議
案
　
東
京
都
公
文
書
館
条
例

ま
で
と
す
る
。

　
　

二　

附
帯
設
備
の
単
独
使
用
は
、
認
め
な
い
。

　
　

三　

附
帯
設
備
の
使
用
単
位
の
一
回
は
、
施
設
の
使
用
単
位
の
午
前
、
午
後
又
は
全
日
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　

東
京
都
公
文
書
館
に
つ
い
て
、
そ
の
移
転
に
併
せ
て
都
民
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
施
設
の
利
用
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
等
を
定
め
る

必
要
が
あ
る
。


